
低濃度PCB廃棄物の無害化処理体制の整備状況

1
無害化処理認定数及び微量PCB汚染廃電気機器の
焼却処理能力の推移（エコシステム山陽を含む）

【平成30年9月末現在の状況】
無害化処理認定（大臣認定）
事業者数 35事業者
◎焼却方式 24事業者
（内、筐体処理：15事業者）

◎洗浄方式 11事業者
（内、分解・洗浄方式：3事業者）

移動式 9事業者
固定式 2事業者

都道府県市の長の許可
事業者数 5事業者
◎焼却方式 3事業者
(内、筐体処理：1事業者）

◎洗浄方式 1事業者（固定式）
◎分解方式 1事業者（固定式）
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低濃度ＰＣＢ廃棄物の無害化処理施設 《焼却方式》

2

● 東京臨海ﾘｻｲｸﾙﾊﾟﾜｰ(株)
油

●

(株)クレハ環境
油・筐体・汚染物

●

杉田建材(株)
油・筐体・汚染物

群桐エコロ(株)
油・筐体・汚染物

●

●

エコシステム秋田(株)
油・筐体・汚染物

オオノ開發(株)
油・筐体・汚染物

(株) GE
油・汚染物

●

エコシステム山陽(株)
※岡山県知事許可施設

油・筐体・汚染物
三光(株)

油・筐体・汚染物

●

ユナイテッド計画(株)
油・筐体・汚染物

●

水島エコワークス(株)
※倉敷市長許可施設

油

(株)富山環境整備
油・筐体・汚染物

環境開発(株)
油・汚染物・ドラム缶

光和精鉱(株)
油・筐体・汚染物

JX金属苫小牧ケミカル(株)
油・筐体・汚染物

(株)富士クリーン
油・筐体・汚染物

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

油：低濃度PCB廃油
筺体：微量PCB汚染廃電気機器等の容器及び内部部材等
汚染物：低濃度PCB汚染物及び処理物

認定：24施設
許可： 3施設
（筐体を処理可能な
施設は16施設）

三池製錬(株)
汚染物

●

赤城鉱油(株)
油・筐体・汚染物

●●

三重中央開発(株)
※三重県知事許可施設

油・汚染物

●

●

エコシステム小坂(株)
汚染物

(一財)愛媛県廃棄物
処理センター

油・筐体・汚染物

エコシステム千葉(株)
油・汚染物

(株)太洋サービス
油・筐体・汚染物

神戸環境クリエート(株)
油・汚染物

(株)ジオレ・ジャパン
油

（平成30年9月末現在）

●

●

東京鐵鋼(株)
油・筐体・汚染物

●

ＪＦＥ環境(株)
油・汚染物

●



3

低濃度ＰＣＢ廃棄物の無害化処理施設 《洗浄方式等》

★★★

（平成30年9月末現在）

注) 移動式は無害化処理認定申請書記載の
処理実施場所

（処理が完了した場所を含む）
※ 平成30年6月 廃止
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1 ● (株)かんでんエンジニアリング 洗浄（移動式）

▼ 洗浄（移動式）※

洗浄（固定式）
3 ★  北電テクノサービス(株) 洗浄（移動式）

4 ● (株)神鋼環境ソリューション 洗浄（移動式）

5 ▼ ゼロ・ジャパン(株) 分解・洗浄（移動式）

6 ★ 中国電機製造(株) 洗浄（移動式）

7 ● 日本シーガテック(株) 分解・洗浄（移動式）

8 ▼ 東芝環境ソリューション(株) 分解・洗浄（移動式）

9 ★ (株)電力テクノシステムズ 洗浄（移動式）

10 ● 九電産業(株) 洗浄（移動式）

11 北海道電力(株) 洗浄（固定式）
12 東京パワーテクノロジー(株） 洗浄（固定式）
13 日本海環境サービス（株） 分解　(固定式）

2 中部環境ソリューション(同)
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・現地調査を基本的に省略
・メール照会の結果及び自治
体、利害関係者から特段の意
見がない場合、第2回委員会を
省略できることとする。

・同一技術による同内容
の申請の場合、委員会開
催に変え、メールで照会

図 移動式洗浄施設による低濃度PCB廃棄物無害化処理認定までのフロー
（同一技術・同一内容での2回目以降の申請）

2月～5月 3月～6月

1月～4月 3月～4月

無害化認定制度の運用の見直しについて

４


